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監査委員 

 

公正かつ効率的な 

行財政運営 

チェック 

地方公共団体 

 

 

監査委員は、独任制の機関です。 

これは、それぞれの監査委員が、独立して 

職権を行使する、ということを意味します。 

教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 

といった他の行政委員会と違って、委員会 

制をとっていないため、監査委員を対外的に 

代表する委員長は置かれていません。               

 監査委員は、地方公共団体の事務が適正に行われているかをチェックし、住民や

議会等にその情報を提供します。 

 そのため、監査委員は、独立の執行機関として、公正不偏の立場から監査を実施しま

す。 

監査委員室は、都庁第一本庁舎の北塔の４０階にあります。 

  

１ 監査委員 

監査委員は、監査を行うために地

方自治法に基づいて設置されている

独任制の機関です。 

監査委員は、人格が高潔で、地方公

共団体の財務管理や事業の経営管理、

その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の

同意を得て、長（知事や市町村長）が選任します。 

  

  東京都の監査委員は、識見選任委員が２名、議員選任委員が２名の計４名で

構成されています。 

監査委員の制度とは？ 

監査委員の立場 

監 査 委 員 室 
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監査委員制度発足当初は、その職務権限は、定期監査（東京都では「定例監査」

として実施しているものです。）、決算審査、例月出納検査及び住民監査請求に基づ

く監査に当たるものに止まっていました。 

しかし、地方公共団体の事務事業が複雑になるに従って、監査委員のチェック機能の

充実強化が求められるようになりました。 

地方自治法改正の中で、監査委員制度の改正も数回行われましたが、監査委員の

職務権限は、一貫して拡大が図られてきており、現在に至っています。 

 

（図）「職務権限の拡大」の移り変わり 

 

 

 

 

 

 

 

職務権限の拡大 

・定期監査（財務に関する事務についての監査） 

・決算審査 

・例月出納検査 

・住民監査請求に基づく監査 
 
   ・財政援助団体等監査 
 
          ・出資団体、支払保証団体に対する監査 

（財政援助団体等監査の権限拡大） 
 
          ・信託の受託者に対する監査 

           （財政援助団体等監査の権限拡大） 
 
           ・行政監査（一般行政事務に対する監査） 

           ・公の施設の管理受託者に対する監査 

             （財政援助団体等監査の権限拡大） 
 
                           ・監査結果に対するフォローアップ 

 

昭和                 平成 

22年  25年 31年   61年 3年  9年 
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２ 監査委員の権限 

  監査委員は、地方自治法等に基づいて、次のような監査を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのほかにも、監査委員の職務権限に属するものとして、次のものがあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 職員の賠償責任に関する監査（法第２４３条の２第３項、地方公営企業法第３４条） 

○ 一定数の選挙権を有する者（総数の５０分の１以上）の請求に基づく監査（法第７５条）

○ 議会の請求に基づく監査（法第９８条第２項） 

○ 知事の要求に基づく監査（法第１９９条第６項） 

○ 指定金融機関等の監査（法第２３５条の２第２項、地方公営企業法第２７条の２） 

 

また、監査に付随する権限等として、次のものがあります。 

○ 都の組織及び運営の合理化に資する意見の提出（法第１９９条第１０項） 

○ 関係人調査・学識経験者意見聴取（法第１９９条第８項） 

○ 議会から送付された請願の処理（法第１２５条） 

○ 監査の結果に基づき、又は参考にして知事等関係機関が講じた措置の通知の公表 

（法第１９９条第１２項）

○ 出納長等が行う指定金融機関等検査結果の報告請求 

（法施行令第１６８条の４第３項、地方公営企業法施行令第２２条の５第３項）

定例監査（法第１９９条第１項、第２項及び第４項）…… 毎年１回以上実施 

行政監査（法第１９９条第２項（必要に応じ第７項）） 

工事監査（法第１９９条第１項及び第５項） 

財政援助団体等監査（法第１９９条第７項） 

随時監査（法第１９９条第１項及び第５項） 

例月出納検査（法第２３５条の２第１項）…… 毎月実施 

決算審査（法第２３３条第２項、地方公営企業法第３０条第２項） 

基金運用状況審査（法第２４１条第５項） 

住民監査請求に基づく監査（法第２４２条）…… 請求があったとき 

監査委員が必要と認めるとき 

（東京都では随時監査以外は毎年実施）

毎年度１回実施
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東京都監査事務局では、監査の結果について報告書を作成するとともに、 

ホームページに掲載しています。 

ホームページでは、各種監査報告書や監 

査結果に基づいて知事等が講じた改善措置 

の全文が見られるほか、監査の実施計画、監 

査Ｑ＆Ａなどが掲載されています。ぜひ、ご覧 

下さい。 

 

http://www.kansa.metro.tokyo.jp/ 

３ 監査事務局（平成１８年４月１日現在） 

  東京都では、監査委員の補助機関として監査事務局が設置されています。 

現在の組織及び事務分掌は、以下のとおりです。 

  職員定数９１名（現員９０名）で職務に当たっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監 

査 

委 

員 

監
査
事
務
局 

総 務 課

監 査 第 一 課

監 査 第 二 課

監 査 第 三 課

技 術 監 査 課

人事、給与、予算決算、財産管理、 
監査計画、研修、調査、住民監査請求等…

…

…

…

…

工事監査、行政監査、 
財政援助団体等監査等 

定例監査、行政監査、 
財政援助団体等監査、決算審査等 

定例監査、行政監査、 
財政援助団体等監査、決算審査等 

定例監査、行政監査、 
財政援助団体等監査、決算審査等 

監査事務局のホームページ 

都民情報ルーム（都庁第

一庁舎３階）や都立図書

館でもご覧になれます 



 
- 26 -

 

 監 査 対 象 部 署
 監 査 対 象 団 体

　　　　通　知

　　　　

　　　  　   通　知

監 査 事 務 の 流 れ

          監　査　委　員

監査基本計画決定

監査実施計画決定

監査実施通知

監査の実施

関係書類等の調査
事実確認等

監査結果の決定

監査結果の提出・公表

監査結果措置通知

措置状況公表

監
査
計
画

　
　
　
　
監
　
査
　
の
　
実
　
施

 
フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ

議会・知事等に提出し、

公報に掲載します。

議会に提出し、

公報に掲載します。
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監査対象機関等 監　査　委　員 監 査 請 求 人

執行機関の陳述 請求人の陳述

通　知

　　　通　知

住 民 監 査 請 求 事 務 の 流 れ

　

請求書受付

要件審査

監査を実施しない

監査結果公表

措置結果公表

要

件
不

備

　

公報に掲載します。

請求書提出

要

件
具

備

監査の実施

陳　述
関係書類等の調査
事情聴取等

監査結果の決定

理

由
あ

り

　　　通　知
理

由
な

し

公報に掲載します。

措置結果通知

措 置 勧 告

暫定的停止勧告

停止勧告公表

暫定的停止理由あり 　　　通　知

　　　通　知


